
七尾市事後審査型制限付き一般競争入札要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、入札後に、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格の低い

者から順に入札参加資格の審査を行い、その者が適格である場合に落札を決定する事後審査型

制限付き一般競争入札（以下「事後審査型入札」という。）に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 （入札対象となる契約及び入札参加資格の決定） 

第２条 事後審査型入札の対象となる契約及び入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加

資格」という。）は、七尾市工事請負業者選考委員会において決定する。 

 （入札公告） 

第３条 事後審査型入札においては、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行 

令という。）第１６７条の６第１項の規定による公告（以下「公告」という。）に、七尾市契約

事務規則（平成１６年七尾市規則第５３号）第７条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を

記載するものとする。 

(1) 事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書（様式第１号）及び入札参加申請に必要な書

類（以下「参加申請書」という。）の提出期限及び提出場所 

(2) 事後審査型制限付き一般競争入札参加資格審査申請書（様式第２号）及び入札参加資格審

査に必要な書類（以下「審査書類」という。）の提出方法及び提出場所 

 (3) 落札者決定方法 

 （入札参加申請） 

第４条 事後審査型入札に参加しようとする者は、参加申請書を公告に記載の提出期限までに市

長に提出しなければならない。 

 （開札） 

第５条 入札執行者は、開札後、落札決定を保留した上で、予定価格の制限の範囲内で入札価格

の低い者から順位を決定し、かつ、第７条第１項の規定により落札者が決定するまで、入札価

格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札決定する旨の宣言をし、又は電子

入札による申込みをした者に通知して、開札を終了するものとする。 

２ 開札の結果、前項の落札候補者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、落札

決定を保留した上で、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定するものとする。 

 （入札参加資格確認書類の提出） 

第６条 入札執行者は、開札後に落札者を決定するための入札参加資格審査を行うため、速やか

に落札候補者に公告に示す審査書類の提出を求めるものとする。 

２ 落札候補者は、前項の規定により審査書類の提出を求められたときは、提出を求められた日

の翌日から起算して２日（七尾市の休日を定める条例（平成１６年七尾市条例第３号）第１条

第１項に規定する市の休日（以下「市の休日」という。）を除く。）以内に審査書類を持参し、

提出しなければならない。 

３ 落札候補者が前項の規定による提出期限内に審査書類を提出しないときは、当該落札候補者

の行った入札は無効とする。 

４ 落札候補者は、原則、提出した審査書類の引換え、差換え、書換え及び撤回をすることがで



きない。 

 （入札参加資格の審査） 

第７条 前条第２項の規定により落札候補者より審査書類の提出があったときは、公告に示す入

札参加資格に基づき、当該落札候補者が当該資格を満たしているかどうか審査を行い、その結

果、当該資格を満たしていると認められる場合は、落札決定とし、満たしていない場合は、次

順位者から順次審査を行い、適格者が確認できるまで審査を行うものとする。 

２ 市長は、前条第２項に規定する審査書類の提出があったときは、速やかに当該審査書類の審

査を行わなければならない。 

３ 入札参加資格の審査結果は、事後審査型制限付き一般競争入札参加資格審査結果調書（様式

第３号）により取りまとめるものとする。 

 （落札決定の通知等） 

第８条 前条第１項の規定により落札決定したときは、当該落札者にその旨を速やかに通知する

ものとする。 

２ 前条第１項の審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認したと

きは、当該対象者に対して速やかにその旨を通知するものとする。 

 （罰則） 

第９条 次に掲げる事項に該当したときは、指名停止等の措置を行う。 

(1) 落札候補者から提出された入札参加資格確認資料等に、虚偽記載等悪質な行為があると認

められるとき。落札決定後についても、また、同様とする。 

(2) 同一年度内において、第７条の規定による審査に３回以上不適格となったとき。 

附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２０年９月１日から施行し、同日以後に入札公告及び指名競争入札執行通知

を行うものから適用する。 

附 則 

 この告示は、平成２３年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２３年１１月４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

 

事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書 

 

    年  月  日    

 

七尾市長 

 

（申請者）所 在 地 

商号又は名称 

代表者職氏名 

 

 下記の事業に係る事後審査型制限付き一般競争入札に参加したいので、入札公告及び入札設計

書等の内容を熟知したうえで、入札参加を申請します。 

 

記 

 

１ 入 札 日 

 

２ 入札番号 

 

３ 事 業 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第３条関係） 

 

 

事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書 

 

    年  月  日 

 

 七尾市長 

 

（申請者）所 在 地 

商号又は名称 

代表者職氏名 

 

 下記の事業に係る事後審査型制限付き一般競争入札について、下記の書類を添え、入札参加資

格の確認を申請します。 

 なお、本申請書及び添付書類の記載事項及び内容は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 入 札 日 

 

２ 入札番号 

 

３ 事 業 名 

 

４ 添付した書類の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

 

事後審査型制限付き一般競争入札参加資格審査結果調書 

 

 

 

１ 審査対象者 

 

 

 

２ 審査対象事業 

 (1) 入 札 日 

 (2) 入札番号 

(3) 事 業 名 

 (4) 事業場所 

 (5) 履行期限 

 

３ 制限付き一般競争入札に参加できる者の資格 

 

 

 

４ 審査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


